
土砂・洪水氾濫時に流出する流木の対策計画の
基本的な考え方（試行版）（案）について

資料３
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保全対象の位置

対
象
と
す
る
期
間

土石流危険渓流等
にある保全対象

扇状地・谷底平野
にある保全対象

沖積平野にある
保全対象

貯水池

短期
（一連の降雨）

中期
（数年まで）

長期
（10年以上）

A. 短期（一連の降雨継続期）土砂流出による土砂災害対策計画

E. 深層崩壊・天然ダム等異常土砂災害対策計画

A-2. 
土石流・流木
対策計画

A-1. 土砂・洪水氾濫対策計画

A-3. 土砂・洪水氾濫時に流出する流木の対策計画

B. 中期（土砂流出活発期）土砂流出対策

C. 長期（土砂流出継続期）土砂流出対策

対象とする現象の位置づけ

砂防基本計画と現象が生じる時間スケール、保全対象などの対策の目的の関係
（火山砂防地域における土砂災害対策計画は除く）

「河川砂防技術基準（計画編）基本計画編」より
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○土砂・洪水氾濫時に流出する流木に対する効率的、効果的な施設整備を進めるため、流出流木
量の算定手法や、被害想定、施設配置手法等の検討が必要。

土砂・洪水氾濫に伴う流木について

代表的な現状の課題

○発生流木量の調査手法、流出流木量の推定手法
・広い流域で発生する流木量を推定する手法がない
・実際に流出する流木量を推定する手法がない

○被害想定手法
流木による被害は、流木による家屋損壊等の直接的な被害の

ほか、流木が橋梁等を埋塞することによる浸水被害の拡大、沿岸
域における漁業被害など、様々な形態があるが、それぞれの被害
を定量的に推定する手法がない

○施設配置計画策定手法
流出流木量、想定される被害に応じた施設配置計画を検討する

手法がない
海岸に漂着した流木

流木による浸水被害の拡大

流木による家屋の損壊
前回方針を提示、今回意見・指摘を反映させた
基本的な考え方（試行版）（案）を提示
（以下、マニュアル）

第5回検討会資料に加筆

引き続き検討、今後マニュアルに追記

引き続き検討、取りまとまり次第、マニュアル化
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• 流木化の形態について、考えられる形態を網羅的に整理した上で、どのような形態を対象として
いるか整理することで、対象にできてない形態が判明し、解明すべき現象の抽出にもつながるこ
とが考えられる。

• 河床勾配と流木の流出率とがそれなりに関係している様に見受けられるため、流出流木量や堆
積流木量の推定手法については、土砂と異なった整理が出来る可能性がある。

• １０年確率規模や２０年確率規模など、高確率降雨時の発生流木量を推定しようとすると、手法が
細かくなり過ぎ複雑化するおそれがある。１００年確率規模の発生流木量に絞って対策を検討し
ていくといった整理も考えられるのではないか。

• 崩壊による倒木は、下流まで流れず残る事例も多い。土砂・洪水氾濫においては、一度の出水で
下流に到達する流木が課題であると考えると、土砂生産の空間分布とそのコネクティビティーとい
う観点で評価する必要がある。

• 流出流木量は、針葉樹と広葉樹、照葉樹と落葉樹で異なっていると考えられる。レーザー航空測
量データ等からそれらの量を推定することが可能となれば、より広域の評価が可能となると考えら
れる。

• 河床変動計算区間からの発生流木量について、過去の災害を踏まえると山腹から供給される流
木量も無視できない。また、山腹のほかにも、側岸侵食や川幅が広がることに伴い発生する流木
量も重要であり、今後これらの発生量を推定する手法を検討する必要がある。

前回（第６回検討会）での主な意見・指摘
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○流木化の形態について、考えられる形態を網羅的に整理した上で、どのような形態を対象としてい
るか整理することで、対象にできてない形態が判明し、解明すべき現象の抽出にもつながることが
考えられる。

意見・指摘への対応状況

流木の起源 流木の発生原因と形態

立木の流出

①斜面崩壊の発生に伴う立木の滑落
②土石流の発生に伴う立木の滑落
③土石流の流下に伴う渓岸・渓床侵食による立木の流出
④洪水による河岸・河床の侵食による立木の流出

過去に発生した
流倒木の流出

⑤病虫害や台風等により発生した倒木等の洪水等による流出
⑥過去に流出して河床上に堆積した流木や河床堆積物中に埋没し

ていた流木の再移動
⑦雪崩の発生・流下に伴う倒木の発生とその後の土石流、洪水によ

る下流への流出

伐木・原木
の流出

⑧放置された伐木や間伐材の斜面崩壊、土石流、洪水による流出
⑨集積された木材の洪水等による流出
⑩洪水等による椎茸原木の流出

用材の流出
⑪土石流、洪水等による家屋の損壊とそれに伴う破損材の流出
⑫土石流、洪水等による木橋の流出
⑬土石流、洪水等による電柱の流出

■対応

石川・水山・鈴木による崩壊・土石流に伴う流木の実態と調査法（1989）を参考に、流木の発生原
因と形態を整理し、本資料で対象とする現象を明記した。（マニュアル P3）

対象は①～⑤、⑧とし、

調査により計上可能でかつ、

流出過程のモデル化が

現時点で可能なものを

評価することとした。
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○河床勾配と流木の流出率とがそれなりに関係している様に見受けられるため、流出流木量や堆積
流木量の推定手法については、土砂と異なった整理が出来る可能性がある。

指摘への対応状況

■対応

赤沼ら（2019）では、流出率と流域面積や河床勾配との関係を整理しているが、更なるデータ蓄積
により流木の流出特性を明らかにする必要がある、とされていることから、流木流出率を算出した
事例を例示しつつ、近傍の流域や同様の地形条件等での災害実態を参考に設定することが望ま
しい。という記載とした。

また、研究事例として、流木を濃度として評価する手法、流木流出を２列直列タンクモデルで評価
する手法等を例示し、流出率以外の推定手法の技術進展を促す記載とした。（マニュアルP23-24）

流域面積、河床勾配と流木流出率との関係
（赤沼ら（2019）より）

対象災害と流域 資料名

・平成23年新潟福島豪雨
（信濃川水系魚野川支川登川）

・平成29年九州北部豪雨
（筑後川水系赤谷川）

赤沼ら（2019）
砂防学会研究発表
会概要集

・平成29年九州北部豪雨
（筑後川水系赤谷川）

筑後川右岸河川流
域 河川・砂防技術
検討委員会 報告書

・平成28年8月北海道豪雨
（十勝川水系戸蔦別川）

工藤ら（2021）
砂防学会誌
Vol.73,No.6
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指摘への対応状況

○河床変動計算区間からの発生流木量について、過去の災害を踏まえると山腹から供給される流
木量も無視できない。また、山腹のほかにも、側岸侵食や川幅が広がることに伴い発生する流木
量も重要であり、今後これらの発生量を推定する手法を検討する必要がある。

土石流等の土砂移動に伴い
流木生産される区間

堆積区間➡流木の堆積が顕著な区間

流下区間
➡土石流等により渓床・渓岸

の立木の流木化

10度2度 15度

発生区間
➡山腹崩壊等により流木化

倒木の残存が見られる

流木の堆積が見られる

砂州や内岸に堆積が見られる

掃流区間
➡水衝部や砂州など

の立木の流木化

侵食または流体力と立木耐力の関係から
流木生産される区間

【渓床勾配１０度以上】【渓床勾配１０度未満】

河床勾配

土石流区間

20度

■対応

渓流の最上流部のいわゆる０次谷か
らの発生は考慮しているが、掃流区
間での山腹崩壊、側岸侵食、川幅が
広がることに伴い発生する流木につ
いては、今後検討が必要であることを
明記した。側岸侵食、川幅の変化を
表現する計算モデルの検討を促すこ
ととした。(マニュアルP16)

河床勾配による流木の生産と堆積の概念図 7



○流出流木量は、針葉樹と広葉樹、照葉樹と落葉樹で異なっていると考えられる。レーザー航空測
量データ等からそれらの量を推定することが可能となれば、より広域の評価が可能となると考えら
れる。

指摘への対応状況

■対応

R5.5に改訂された河川砂防技術基準 調査編において、数値表層モ
デル（DSM）と数値標高モデル（DEM）の差分で流木量を算出出来る
ことを示した。
本マニュアルの2.4. 流木発生ポテンシャル調査で、上記資料を参考
とすると共に、レーザー航空測量データの活用による樹種、本数、樹
高の計測の参考文献を記載し、活用を促すこととした。
（マニュアルP11）

○１０年確率規模や２０年確率規模など、高確率降雨時の発生流木量を推定しようとすると、手法が
細かくなり過ぎ複雑化するおそれがある。１００年確率規模の発生流木量に絞って対策を検討して
いくといった整理も考えられるのではないか。

○崩壊による倒木は、下流まで流れず残る事例も多い。土砂・洪水氾濫においては、一度の出水で
下流に到達する流木が課題であると考えると、土砂生産の空間分布とそのコネクティビティーとい
う観点で評価する必要がある。

■対応

現時点では知見が不足しているため、今後、知見の蓄積が必要であることを明記した。
（マニュアルP15,20） 8



土砂・洪水氾濫時に流出する流木の対策計画の基本的な考え方（案）（試行版）の流れ

①既往災害の実態整理

②流木発生ポテンシャル調査

③施設、トラブルスポット調査

④被害シナリオの想定

当該流域及び周辺流域
水系内の砂防領域だけでなくダム・
河川・海岸領域の被害も対象

植生分布、本数（立木、倒木等）、
単位面積当たり立木量 等

位置、諸元、施設効果量 等
橋梁・狭窄部等 通過能力

今後検討し、追加予定

⑤計画流木量の設定

計画発生流木量、計画流出流木量

被害想定、施設配置計画

流木の発生形態、被害形態

○本マニュアルでは、計画対象とする流木量の算出までを示す。

○考え方のポイントとしては、流木化の判定を渓床勾配10度を境界として、10度以上は既往の砂防
基本計画策定指針（土石流・流木対策編）に準拠、10度未満を河床変動計算結果から便宜的に算
出する点である。

土石流等の土砂移動に伴い
流木生産される区間

堆積区間➡流木の堆積が顕著な区間

流下区間
➡土石流等により渓床・渓岸

の立木の流木化

10度2度 15度

発生区間
➡山腹崩壊等により流木化

倒木の残存が見られる

流木の堆積が見られる

砂州や内岸に堆積が見られる

掃流区間
➡水衝部や砂州など

の立木の流木化

侵食または流体力と立木耐力の関係から
流木生産される区間

【渓床勾配１０度以上】【渓床勾配１０度未満】

河床勾配

土石流区間

20度

河床勾配による流木の生産と堆積の概念図マニュアルの流れ
土石流等の土砂移動に伴い

流木生産される区間

堆積区間➡流木の堆積が顕著な区間

流下区間
➡土石流等により渓床・渓岸

の立木の流木化

10度2度 15度

発生区間
➡山腹崩壊等により流木化

倒木の残存が見られる

流木の堆積が見られる

砂州や内岸に堆積が見られる

掃流区間
➡水衝部や砂州など

の立木の流木化

侵食または流体力と立木耐力の関係から
流木生産される区間

【渓床勾配１０度以上】【渓床勾配１０度未満】

河床勾配

土石流区間

20度
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河床勾配10度以上の範囲からの発生流木量、流出流木量の算定の考え方

○河床勾配10度以上の範囲からの発生流木量は、土石流に伴い生産、流出するものとして算出す
る。生産流木量に流木流出率（０．８～０．９）を乗じて、流出流木量とする。

10
 m

A B A+B=10 m

10
 m

10m×10mの中にある立木の直径と高さを把握し、
単位面積あたり材積量(m3/100m2)を算定

砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策編） 解説より 10



河床勾配10度未満の範囲からの発生流木量、流出流木量の算定の考え方

○河床勾配10度未満の土砂・洪水氾濫計算区間からの発生流木量は、

①河床変動による洗堀、②洪水流の流体力により樹木が倒れ（倒伏）て流木化すると想定する。

河床変動計算から算定された最大侵食深により、２つの区間に分けて検討する。

○河床勾配10度未満の土砂・洪水氾濫計算区間からの流出流木量は、

流出流木量を評価する区間の上流から流出してくる流木量とその区間で発生した流木量の和に、
下流へ流出する割合として設定する谷次数ごとの流木流出率を乗じて算出する。（次ページ参照）

①河床変動計算期間中の最大侵食深が
主要樹種の根系長以上となる範囲

根系長 ＜ 最大侵食深
→流木化

②最大侵食深が樹種の根系長未満となる範囲

立木の耐力 ＜ 外力となる場合
→倒伏し流木化

外力：河床変動計算結果から得られる流速、水深から算定

■発生流木量の考え方
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土砂・洪水氾濫時に流出する流出流木量の算定に関するイメージ

整備状況を鑑みて
流出流木量を算定

想定トラブルスポット

計算上流域

支川流域

一次元河床変動計算実施区間

計算開始点（河床勾配10度）

土石流危険渓流

土砂・流木処理計画を満たす
施設整備が完了している

土石流危険渓流
残流域

施設整備未完了の
土石流危険渓流

計画基準点

計算上流域

※残流域は現時点では
流木量を想定しなくてもよい

土石流危険渓流

支川流域

【手法① 土石流・流木対策に準拠】
■発生流木量

土石流発生時に侵食が予想される
渓床幅にある立木等の全量が発生

■流出流木量
発生流木量に流木流出率（0.8～0.9）
を乗じた量が河床変動計算との合流
点まで流出

手法①

河床勾配10度

計画基準点

手法①

手法①

手法②

手法②

手法① 土石流危険渓流

河床勾配10度

計算上流域

手法① 手法②

【手法② 河床変動計算等で算出】
■発生流木量

河床変動計算で侵食区間もしくは流
体力と立木耐力との関係で流木の発
生が見込まれる区間の発生量の合計

■流出流木量
谷次数ごとに流木流出率を設定し、上
流区間からの流出流木量と該当区間
の発生流木量の和を流木流出率で乗
じることで算出

想定
トラブルスポット

流域区分の凡例

凡例 谷次数変化点
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参考 被害想定手法の立案に向けた現時点での作業方針（案）

○先ず、トラブルスポットに着目した被害想定手法を検討中

・土砂・洪水氾濫の被害が想定されるエリアを基本としてトラブルスポットの候補地点を抽出
・閉塞した場合の保全対象の有無等を確認し、現地で構造物の諸元や河川の諸元、河道状況等を確認
・その結果を踏まえてトラブルスポットでの流木による閉塞の判定を行い、流木による影響範囲を検討
・流木による被害額の算出（流木閉塞を見込まない場合との差分）を行う 等

第6回検討会資料に加筆
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今後の流れ

◎土砂・洪水氾濫時に流出する流木の対策計画の基本的な考え方（試行
版）（案）の発出について

本日の検討会で頂いた意見を踏まえ修正を行い、国土交通省砂防部HP
で公表する。

◎被害想定、施設配置計画手法の検討

対策計画の立案に向けて、直轄砂防事業を中心に被害想定や施設配置
計画に関するケーススタディを進め、得られた知見をもとに土砂・洪水氾
濫時に流出する流木の対策計画の基本的な考え方（試行版）（案）の改
定を行う。
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